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序

　本統合報告書は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
の三つの作業部会が実施した評価に基づき、IPCC第4次評
価報告書の最終部分として、気候変動についての統合した
見解を提供するものである。

　この要約で扱う主題についての完全な詳細は、本統合報
告書と三つの作業部会の各報告書に記載されている。

1.  気候の変化とその影響に関する観測
 結果

気候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは、
大気や海洋の世界平均温度の上昇、雪氷の広範囲にわたる
融解、世界平均海面水位の上昇が観測されていることから
今や明白である（図SPM.1）。 {1.1}

　最近12年（1995～2006年）のうちの11年の世界の地
上気温は、測器による記録が存在する中（1850年以降）で
最も温暖な12年の中に入る。過去100年間（1906～2005
年）の長期変化傾向の値である100年当たり0.74［0.56～
0.92］℃1は、第3次評価報告書で示された1901～2000
年の変化傾向である100年当たり0.6℃［0.4～0.8℃］よ
りも大きい（図SPM.1）。温度上昇は地球全体にわたり生
じており、とりわけ北半球のより高緯度地域でより大き
い。陸域は海洋に比べより速く温暖化している（図SPM.2, 
SPM.4）。｛1.1, 1.2}
　海面水位の上昇は温暖化と整合している（図SPM.1）。世
界平均海面水位は、熱膨張、氷河や氷帽の融解、極域の
氷床の融解により、1961年以降、年平均1.8［1.3～2.3］
mm、1993年以降、年当たり3.1［2.4～3.8］mmの割合で
上昇した。1993年から2003年にかけての海面水位上昇率
の増加が10年規模の変動なのか、より長期的な上昇傾向の
加速なのかは不明である。{1.1}
　雪氷面積の縮小が観測されていることも温暖化と整合し
ている（図SPM.1）。1978年からの衛星観測によれば、北
極の年平均海氷面積は、10年当たり2.7［2.1～3.3］％縮
小した。特に夏季の縮小は10年当たり7.4［5.0～9.8］％
と大きい。南北両半球において、山岳氷河と積雪面積は平
均すると縮小している。｛1.1｝
　降水量は、1900年から2005年にかけて、南北アメリカ
の東部、ヨーロッパ北部、アジア北部と中部でかなり増加

した一方、サヘル地域、地中海地域、アフリカ南部や南ア
ジアの一部では減少した。1970 年代以降、世界的に干ば
つの影響を受ける地域が拡大した可能性が高い 2。｛1.1｝
　過去50年間に、陸上のほとんどの地域で、寒い日、寒い
夜及び霜が降りる日の発生頻度は減少し、また、暑い日、
暑い夜の発生頻度が増加した可能性が非常に高い。ほとん
どの陸域で熱波の頻度が増加し、また、ほとんどの地域で、
大雨の頻度が増加している可能性が高い。極端な高潮位の
発生3についても、1975年以降全世界的に増加している可
能性が高い。{1.1}
　1970年頃以降、北大西洋の強い熱帯低気圧の強度が増し
てきたことを示す観測によって得られた証拠があるが、そ
の他の地域については、増加についての証拠は限られてい
る。熱帯低気圧の年間発生数に明確な傾向はない。熱帯低
気圧の活動に関する長期的傾向、特に1970年より前の傾
向を確かめることは困難である。{1.1}
　20世紀後半の北半球の平均気温は、過去500年間の内の
どの50年間よりも高かった可能性が非常に高く、少なく
とも過去1300年間の内で最も高温であった可能性が高い。

｛1.1｝

すべての大陸及びほとんどの海洋での観測4によって得ら
れた証拠は、多くの自然システムが、地域的な気候変動、
とりわけ気温上昇の影響を受けつつあることを示している。

｛1.2｝

　雪氷及び凍土の変化が、氷河湖の数の増加と規模の拡大、
山岳地域及びその他の永久凍土地域における地盤の不安定
化、北極及び南極のいくつかの生態系における変化をもた
らしたことは、確信度が高い。{1.2}
　いくつかの水文システムもまた、氷河や雪解け水に涵養
される多くの河川での流量増加と春の流量ピーク時期の早
まりや、河川や湖沼の水温上昇による水温分布や水質へ
の効果を通じて影響を受けていることは、確信度が高い。

｛1.2｝
　陸域生態系において、春季現象の早期化や、植物種及び
動物種の生息範囲の極方向・高標高方向への移動が、最近
の温暖化に関連していることは、確信度が非常に高い。い
くつかの海洋及び淡水のシステムにおいて、藻類、プラン
クトン及び魚類の生息範囲の移動と存在量の変化が水温の
上昇、並びにそれと関連した、氷による被覆、塩分濃度、
酸素濃度、及び循環における変化と結びついていることは、
確信度が高い。｛1.2｝
　75の研究から得られた29,000以上の観測データ群が多
くの物理・生物システムにおける有意な変化を示している
が、その89％以上が、昇温への反応として予想される変化

1 角括弧の中の数字は最良の評価を挟んだ90％の信頼区間を示す。つまり、値が角括弧の中で与えられた範囲を上回る可能性と値がその範囲未満となる可能性がそれ
ぞれ5％ある。信頼区間の幅は、対応する最良の評価に対して必ずしも対称とは限らない。

2 斜字体は不確実性及び確信度の度合いを示す。関連用語については本編「はじめに」内のボックス‘不確実性の扱い’に示す。　　　
3 津波は気候変化によらないため含まない。極端な高潮位の発生は、平均海面水位及び地域的な気象システムに依存する。ここで、極端な高潮位は、ある観測所におい

て一定の期間に観測された一時間ごとの海面水位のうち、最も高い1％と定義する。
4 主として、1970年以降の期間をカバーするデータセットに基づく。
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えば、春の作物の作付けの早期化、火事や害虫による森
林の撹乱レジーム変化

・ 人間の健康に関するいくつかの様相。例えば、ヨーロッ
パにおける暑熱に関係した死亡、いくつかの地域におけ
る感染症媒介動物、及び北半球の高・中緯度域における
アレルギー誘発性花粉の変化

・ 北極圏におけるいくつかの人間活動（例えば、狩猟や雪
上・氷上の移動）及び低標高の山岳地域におけるいくつ
かの人間活動（例えば山岳スポーツ）

の方向と合致している（図SPM.2）。しかしながら、観測さ
れた変化に関するデータや文献には地理的バランスが著し
く欠如しており、特に途上国においてそれらの不足が目立
つ。{1.2, 1.3}

多くは適応や気候によらない要因のために識別することが
困難であるものの、地域的な気候変動が自然・人間環境に
及ぼすその他の影響が現れていることは、確信度が中程度
である。{1.2}

　これらには、気温上昇の以下への影響が含まれる: {1.2}
・ 北半球高緯度域における農業・林業の管理への影響、例

（a）世界平均気温

（b）世界平均海面水位

（c）北半球積雪面積
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図 SPM.1. （a）世界平均地上気温; （b）潮位計（青）と衛星（赤）データによる世界平均海面水位；（c）3～4 月における北半球の積雪面積、それ
ぞれの観測値の変化。すべての差は、1961～1990 年の平均からの差である。滑らかな曲線は10年平均値、丸印は各年の値をそれぞれ示す。
陰影部は（a、b）既知の不確実性の包括的な分析から推定された不確実性の幅、（c）時系列から得られた不確実性の幅。｛図1.1｝
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物理・生物システム及び地上気温の変化　1970～2004年
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物理システム（雪、氷及び凍土、水文、沿岸プロセス）

* 極域は海洋や淡水の生物システムで観測された変化も含む。
** 海洋・淡水は、海洋、小島嶼及び大陸の地点や広域において観測された変化を含む。広域の海洋における変化の位置は図示していない。
*** ヨーロッパにおける円記号は1から7,500のデータ群を代表している。

生物システム（陸上、海洋、及び淡水）

アフリカ アジア 極地* 海洋・淡水**陸上 地球全体
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図 SPM.2. この図は、物理システム（雪氷、凍土、水文及び沿岸プロセス）及び生物システム（陸域、海洋及び淡水の生物システム）のデータ群
における有意な変化があった地点を、1970年から2004年の間の地上気温の変化とともに示している。577の研究による約80,000件のデー
タ群から約29,000件のデータ群が選ばれた。これらは、以下の基準に合致するものである：（1）1990年かそれ以降まで続く；（2）少なくと
も20年間は継続している；（3）各研究における評価で、いずれかの方向に有意な変化を示している。これらのデータは約75件の研究（うち約
70件は第3次評価報告書以降の新しい研究）から引用されており、約29,000件のデータ群を含み、うち約28,000件はヨーロッパの研究によ
るものである。空白で示された地域は、気温のトレンドを推定するに足るだけの気候観測データを有していない。2×2ます目のボックスでは、
有意な変化を示したデータ群の総数（上列）とそれらのうち温暖化と整合するものの割合（下列）を以下の地域について示している、（i）大陸地域：
北アメリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア・ニュージーランド、及び極域、（ii）地球規模：陸域、海洋・
淡水、及び地球全体。7つの地域ボックスの研究数の合計は、地球全体の数に満たないが、これは極域以外の地域の数には海洋・淡水システム
に関するものが含まれていないためである。広域にわたる海洋変化の地点は地図上には示されていない。｛図1.2｝
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世界の人為起源の温室効果ガス排出

2.　変化の原因

　大気中における温室効果ガスとエーロゾルの濃度の変化
や、地表面及び太陽放射の変化は、気候システムのエネル
ギーバランスを変化させる。｛2.2｝

世界の温室効果ガスの排出量は、工業化以降、人間活動に
より増加しており、1970年から2004年の間に70％増
加した（図SPM.3）。5  ｛2.1｝

　二酸化炭素（CO2）は最も重要な人為起源の温室効果ガス
である。その年間排出量は、1970年から2004年の間に約
80％増加した。エネルギー供給における単位エネルギー当
たりのCO2排出量の減少という長期的な傾向は、2000年
以降反転している。｛2.1｝

世界のCO2、メタン（CH4）及び一酸化二窒素（N2O）の大
気中濃度は、1750年以降の人間活動の結果、大きく増加
してきており、氷床コアから決定された、工業化以前の何
千年にもわたる期間の値をはるかに超えている。{2.2}　

　2005年における大気中CO2濃度（379ppm）及びメタン
濃度（1774ppb）は、過去約65万年間の自然変動の範囲を

はるかに上回っている。世界の大気中のCO2濃度上昇の主
要な原因は化石燃料の使用であり、土地利用の変化も重要
であるがその影響は小さい。観測されたメタン濃度の増加
は主として農業や化石燃料の使用による可能性が非常に高
い。メタン濃度の増加率は1990年代はじめ以降、鈍化し
た。これは、この時期の総排出量（人為起源及び自然起源
の排出量の合計）がほぼ一定であったことと整合している。
N2O濃度の増加は主として農業によるものである。｛2.2｝
　1750年以降の人間活動が、正味の温暖化効果を持つとの
結論の確信度は非常に高い。6  ｛2.2｝

20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほと
んどは、人為起源の温室効果ガス濃度の観測された増加に
よってもたらされた可能性が非常に高い。7 過去50年にわ
たって、各大陸において（南極大陸を除く）、大陸平均する
と、人為起源の顕著な温暖化が起こった可能性が高い（図
SPM.4）。{2.4}

　過去50年間の太陽及び火山の活動による放射強制力の合
計は、寒冷効果を生み出した可能性が高い。観測された温
暖化の分布とその変化は、人為起源の強制力を取り入れた
モデルによってのみ再現される。大陸規模より小さなスケー
ルの気温変化についての観測結果を再現し、また、変化の
要因を特定するのはまだ困難である。{2.4}

5 気候変動枠組条約で扱われるCO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6のみを含む。これらの排出量は気候変動枠組条約で報告されている数値と整合するそれぞれの
100年基準の地球温暖化係数（GWP）により重みづけされている。

6 温室効果ガスの増加は地表面を昇温させる傾向があり、エーロゾルの増加の正味の効果は地表面を降温させる傾向がある。工業化以降の人間活動は正味の温暖化
効果を持つ傾向にある（+1.6［+0.6～+2.4］W/m2）。それに比較して、太陽放射量の変化がもたらした正味の温暖化効果は小さいと推定される（+0.12［+0.06～
+0.30］W/m2）。

7 残っている不確実性は現在の方法論に基づいて検討されたものである。
※ 【訳注】原文ではF-gases（ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフルオロカーボン（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6））

図 SPM.3. （a）1970～2004年の世界の人為起源温室効果ガスの年間排出量 5、（b）2004年の人為起源温室効果ガス総排出量に占めるガス別
排出量の内訳（CO2換算ベース）、（c）2004年の人為起源温室効果ガス総排出量に占める部門別排出量（CO2換算ベース）の内訳。（森林部門に
は森林減少を含む）{図2.1}
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第3次評価報告書以降の進展により、識別可能な人間の影
響が平均気温以外の気候のその他の側面にも及んでいるこ
とが明らかになった。{2.4}

人間活動の影響の例: {2.4}
・ 20世紀後半の海面水位上昇に寄与した可能性が非常に高

い。
・ 風の分布の変化に寄与し、温帯低気圧の進路及び気温の

分布に影響を与えた可能性が高い。
・ 極端に暑い夜、寒い夜と寒い日の気温を上昇させた可能

性が高い。
・ 熱波のリスクを高めたり、1970年代以降の干ばつの影

響を受ける地域を増加させ、大雨の頻度を増加させた可
能性がどちらかと言えばある。

過去30年間にわたる人為起源の温暖化が、地球規模で、
多くの物理・生物システムにおいて観測された変化に識別
可能な影響を既に及ぼしている可能性が高い。{2.4}

　地球全体で見て有意に温暖化している地域と、多くのシ
ステムで温暖化と整合した有意な変化が観測されている場
所との空間的な一致が、自然変動性のみに起因していると
いう可能性は非常に低い。いくつかのモデリング研究では、
物理・生物システムにおける、いくつかの特定の反応を人
為起源の温暖化に結びつけている。｛2.4｝
　現在、観測された自然システムの反応を、人為起源の温
暖化に、より完全に原因特定することが妨げられているの
は、多くの影響研究で扱う時間スケールが短いこと、自然
気候変動性は地域規模での方が大きいこと、非気候要因の
寄与があること、また研究が扱う空間的な範囲が限定され
ていることによる。｛2.4｝

世界規模及び大陸規模の気温変化

図 SPM.4. 観測された大陸規模及び世界規模の地上気温の変化と、自然起源のみ、または、自然起源及び人為起源の放射強制力を用いた気候
モデルによるシミュレーション結果との比較。観測された10年平均値は、1906～2005年の期間について示され（黒線）、1901～1950年の
平均と比較した各10年ごとの値を年代の中央にプロットしている。観測面積が全体の50％未満の期間は破線で示す。青帯は、太陽活動と火山
による自然起源の強制力のみを考慮した5つの気候モデルによる19のシミュレーションの5～95％が含まれる範囲を示す。また、赤帯は、自
然起源と人為起源の放射強制力を共に考慮した、14の気候モデルによる58のシミュレーションの5～95％が含まれる範囲を示す。｛図2.5｝
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3.　予測される気候変動とその影響

現在の気候変動緩和政策及び関連する持続可能な開発の実
践では、世界の温室効果ガス排出量は今後数十年間増加し
続けるという意見の一致度は高く、多くの証拠がある。{3.1}

　IPCC排出シナリオに関する特別報告書（SRES2000）の
シナリオは、世界の温室効果ガス排出量は、2000年から
2030年までの間にCO2換算で 25～90％の範囲で増加し

（図SPM.5）、化石燃料は、2030年及びそれ以降も世界の
エネルギー構成の中で支配的な位置付けを維持すると予測
する。より最近の追加的な緩和を考慮しないシナリオは同
程度の幅である。8,9  {3.1}

温室効果ガスの排出が現在以上の速度で増加し続けた場合、
21世紀にはさらなる温暖化がもたらされ、世界の気候シス
テムに多くの変化が引き起こされるであろう。その規模は
20世紀に観測されたものより大きくなる可能性が非常に
高い（表SPM.1, 図SPM.5）。{3.2.1}

　SRES排出シナリオの範囲では、今後20年間に、10年当
たり約0.2℃の割合で気温が上昇すると予測される。たと
え、全ての温室効果ガス及びエーロゾルの濃度が2000年
の水準で一定に保たれたとしても、10年当たり0.1℃のさ
らなる昇温が予想されるであろう。その後の気温予測は、
個別の排出シナリオに依存性が増すようになる。{3.2}
　予測の幅（表SPM.1）は、第3次評価報告書の予測範囲と
おおむね一致しているが、不確実性や気温の予測幅の上限
は、第3次評価報告書における値よりも大きい。これは主に、
利用可能なより広範なモデルが、より強い気候－炭素循環
のフィードバックを示唆しているためである。温暖化によ
り、大気中のCO2の陸地と海洋への取り込みが減少するた
め、人為起源の排出の、大気中への残留分が増加する。こ
のフィードバック効果の強度はモデルによって著しく異な
る。{2.3，3.2.1}
　海面水位の上昇については、これを引き起こすいくつか
の重要な効果についての理解が非常に限られているため、
本報告書では起こりやすさを評価したり、最良の推定値や
海面水位の上昇の上限を示すことはしない。2090～2099
年における世界平均海面水位の、モデルに基づく上昇予測

2000～2100年の温室効果ガス排出シナリオ（追加的な気候政策を含まない）及び地上気温の予測

図 SPM.5. 左の図：追加的な気候政策を含まない場合の世界の温室効果ガス排出量（CO2換算）：6つのSRESマーカーシナリオ（彩色した線）、
SRES以降に公表された最近のシナリオ（ポストSRES）の80パーセンタイル（灰色の彩色範囲）。点線はポストSRESシナリオ結果のすべての
範囲を示す。排出量にはCO2, CH4, N2O及びフロンガスが含まれる。右の図：実線は、A2、A1B、B1シナリオにおける複数のモデルによる
地球平均地上気温の昇温を20世紀の状態に引き続いて示す。これらの予測は短寿命温室効果ガス及びエーロゾルの影響も考慮している。ピン
ク色の線はシナリオではなく、2000年の大気中濃度で一定に保った大気海洋結合モデル（AOGCM）シミュレーションによるもの。図の右の
帯は、6つの SRESシナリオにおける2090～2099年についての最良の推定値（各帯の横線）及び可能性が高い予測幅を示す。全ての気温は
1980～1999 年との比較。{図3.1, 図3.2}

8 SRES排出シナリオの説明については、本編 主題3のボックス‘SRESシナリオ’を参照。これらのシナリオは現行のものへの追加的な気候政策を含めていない；より
最近の研究は、気候変動枠組条約や京都議定書の含め方の点で違いがある。（【訳注】より最近の研究の中には気候変動枠組条約や京都議定書を考慮しているものがあ
る。）

9 緩和シナリオの排出経路については、第5節で議論される。
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を表SPM.1に示す。10  予測には、気候—炭素循環のフィー
ドバックの不確実性を含んでおらず、また、氷床流出の変
化の効果が全て考慮されているわけではない。そのため、
予測幅の上限は海面水位の上昇の上限と理解されるべきで
はない。本予測には、グリーンランドと南極からの氷の流
出（1993～2003年の観測から得られた流出率）が増加した
ことの寄与が取り入れられているが、その流出率は、将来
増加する可能性も減少する可能性もある。11 {3.2.1}

昇温分布の変化や地域単位の特徴的な変化（風の分布、降
水、極端現象や海氷現象の特徴など）に関する予測の信頼
性は、第3次評価報告書よりも高まっている。{3.2.2}

　地域単位の変化に関する予測: {3.2.2}
・ 昇温は陸域と、ほとんどの北半球高緯度域において最大

となり、南極海と北大西洋の一部で最小となる。これ
は観測された最近の変化傾向が継続するものである（図
SPM.6）。

・ 積雪面積の縮小、ほとんどの永久凍土地帯における融解
深度の深化、海氷面積の縮小が予測され、SRESシナリ
オによるいくつかの予測では、北極海の晩夏における海
氷は、21世紀後半までにほぼ完全に消滅する。

・ 極端な高温や熱波、大雨の頻度が増加する可能性が非常
に高い。

・ 熱帯低気圧の強度が増大する可能性が高い。世界的に熱
帯低気圧の発生数が減少することへの信頼性は低い。

・ 温帯低気圧の進路の極方向への移動と、それに伴う、風・
降水量・気温の分布の変化。

・ 降水量は、高緯度地域では増加する可能性が非常に高く、
ほとんどの亜熱帯陸域においては減少する可能性が高
い。これは、観測された最近の変化傾向を継続するもの
である。

　　　　
　今世紀半ばまでに、年間河川流量及び水利用可能量は高
緯度地域（及びいくつかの熱帯湿潤地域）において増加し、
中緯度のいくつかの乾燥地域及び熱帯地域において減少す
るという予測は確信度が高い。多くの半乾燥地域（例えば、
地中海沿岸、米国西部、アフリカ南部、ブラジル北東部）は、
気候変動に起因する水資源減少の被害を受けるという予測
もまた確信度が高い。｛3.3.1, 図3.5｝

第3次評価報告書以降の研究により、気候変動の変化の量
及び速度の違いに応じた、影響が生じる時期や程度につい
て、より系統的な理解が可能になってきた。｛3.3.1, 3.3.2｝

　システム及び分野に関する新しい情報の事例は、図
SPM.7に示されている。上の図は気温の上昇に伴い増加す
る影響を示す。その程度と時期の推定は開発経路（下の図）
によっても変化する。｛3.3.1｝
　地域ごとの予測される影響の事例については表SPM.2に
示す。

表 SPM.1. 21世紀末における世界平均地上気温の昇温予測及び海面水位上昇予測｛表3.1｝

10 第3次評価報告書では2100年を対象とした予測を行ったが、本報告書では2090～2099年を予測対象としている。もし同じ方法で不確実性を扱っていれば、第3
次評価報告書の予測幅は、表SPM.1と同程度となろう。

11 さらに長期の予測については後述する。

 シナリオ
最良の推定値 モデルによる予測幅

（急速な氷の流出の力学的な変化を除く）
可能性が高い予測幅

気温変化
（1980～1999年を基準とした2090～2099年
の差（℃））a,d

海面水位上昇
（1980～1999年を基準とした2090～2099年の
差（m））

2000年の濃度
で一定b

注釈：
a） 気温は、観測値による制約や複合度において様々な階層に属するモデルから得られる最良の推定値と不確実性の予測幅である。
b） 2000年の濃度で一定の構成は、大気海洋結合モデル（大気海洋大循環モデル（AOGCM））のみから得られたものである。
c） 上記シナリオはすべて、6つのSRESマーカーシナリオである。2100年における、人為起源の温室効果ガスとエーロゾルの影響による放射強制力に相当する
 CO2換算濃度（第3次評価報告書第1作業部会報告p823を参照）は、B1, A1T, B2, A1B, A2及びA1FIの各SRESマーカーシナリオで、それぞれ約600、
 700、800、850、1250、1550ppmである。
d） 気温変化は、1980～ 1999年の期間との差として表わされている｡ 1850 ～ 1899年の期間に対する変化を表すためには、0.5 ℃を足す。

1.8
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1.4～3.8
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0.18～0.38
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0.26～0.59

資料なし

B1シナリオ
A1Tシナリオ
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　いくつかのシステム、分野、及び地域は、気候変動によ
り特に影響を受ける可能性が高い。12  ｛3.3.3｝

システム及び分野：{3.3.3}
・ 特定の生態系

- 陸域：ツンドラ、北方林、山岳地域（昇温に対する感
受性が高いため）；地中海性の生態系（降水量の減少
により）；熱帯雨林（降水量の減少により）

- 沿岸：マングローブや塩性湿地（複合的なストレスに
より）

- 海洋：サンゴ礁（複合的なストレスにより）；海氷バ
イオーム（昇温に対する感受性が高いため）

･  中緯度乾燥地域13及び乾燥熱帯域における水資源（降雨
量及び蒸発散量の変化により）。雪氷融解に依存する地
域

･  低緯度地域の農業（水利用可能量の減少により）
･  低平な沿岸システム（海面水位上昇及び極端な気象現象

リスクの増加により）
･  適応能力の低い人口集団の健康

地域： {3.3.3}
・  北極：予測される急速な昇温率が自然システム及び人間

社会に与える影響のため。

・  アフリカ：低い適応能力と予測される気候変動による影
響のため。

・  小島嶼：住民及びインフラが予測される気候変動による
影響に強くさらされるため。

・  アジア及びアフリカのメガデルタ：人口の多さと、海面
水位上昇、高潮及び河川洪水に強くさらされるため。

　その他の地域においても、たとえ高所得地域であっても、
特にリスクにさらされる人々（例えば、貧困者、幼児、高
齢者）、地域及び活動が存在し得る。｛3.3.3｝

海洋酸性化
　1750年以降の人為起源の炭素の吸収は、海洋をより酸
性化させ、pHは平均で0.1減少した。SRESシナリオに基
づく予測では、世界平均した海面のpHは21世紀に0.14～
0.35減少すると予測される。観測された海洋の酸性化が海
洋生物圏へ及ぼす影響については、まだ文書で立証されて
いないが、海洋酸性化が進行すると、海洋性殻形成生物（例
えば、サンゴなど）とそれに依存する生物種に対して悪影
響を与えることが予想されている。｛3.3.4｝

12 評価を行った文献についての専門家の判断に基づくものであり、気候変化の程度、時期、予測される速度、気候感度、適応能力を考慮している。
13 乾燥及び半乾燥地域を含む。

地上気温の上昇の地理的分布

図 SPM.6. 21世紀末（2090～2099年）における地上気温の変化の予測。複数の大気海洋結合モデル（AOGCM）によって計算されたSRES 
A1Bシナリオの予測の平均値を示す。これら気温は1980～1999年との比較である。{図3.2}
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図 SPM.7.  予測される世界平均地上気温の上昇に伴う影響の事例。上の図：21世紀の世界平均地上気温の上昇量の違いに対応した気候変動（及
び関連のある場合は海面水位、大気中の二酸化炭素）から予測される世界的な影響の例示。黒い線は影響間のつながりを表し、点線の矢印は気
温上昇に伴い継続する影響を示す。文章の左端がその影響が出始めるおおよその気温上昇のレベルを示すように、事項の記述が配置されている。
水不足と洪水に関する定量的な事項は、SRESのシナリオA1FI、 A2、B1及びB2の範囲で予測される条件に対応した気候変動の追加的な影響
を表す。気候変動に対する適応は本推定には含まれていない。全ての記述において確信度は高い。下の図：点及び帯は、6つのSRESシナリオ
における2090～2099年についての最良の推定値及び可能性が高い予測幅（1980～1999年との比較）。｛図3.6｝

世界平均気温の変化に伴う影響の事例
（影響は、適応の程度、気温変化の速度、社会経済の経路によって異なる）
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湿潤熱帯地域と高緯度地域における水利用可能量の増加

中緯度地域及び半乾燥低緯度地域における水利用可能量の減少と干ばつの増加

数億人の人々が水ストレスの増加に直面

最大30％の種の絶滅
リスクが増加 

地球規模での重大な†
絶滅

サンゴの白化の増加 ほとんどのサンゴが
白化

広範囲にわたるサンゴの
死滅

陸域生物圏の正味の炭素放出源化が進行
~15% ~40％の生態系が影響を

受ける
種の分布範囲の移動及び森林火災のリスクの増加

海洋の深層循環が弱まることによる生態系の変化

小規模農家、自給農業者、漁業者への複合的で局所的な負の影響

洪水及び暴風雨による被害の増加

低緯度地域における穀物生産性の
低下傾向

低緯度地域における全て
の穀物の生産性低下

世界の沿岸湿地の
約30％の消失‡

毎年さらに数百万人が沿岸域の洪水に
遭遇する可能性がある

中高緯度地域におけるいくつかの
穀物の生産性の増加傾向

いくつかの地域における
穀物の生産性の低下

栄養不良、下痢、心臓・呼吸器系疾患、感染症による負担の増加

いくつかの感染症媒介動物の分布変化

熱波、洪水、干ばつによる罹病率及び死亡率の増加

保健サービスへの重大な負担

† 「重大な」はここでは40％以上と定義する。　‡2000年から2080年までの海面水位平均上昇率4.2mm/年に基づく

緩和策を考慮しないシナリオにおける1980～1999年に対する2090～2099年の気温上昇予測

10

統合報告書　政策決定者向け要約



表 SPM.2. 各地域における予測される影響の事例  ｛3.3.2｝

アフリカ

アジア

・2020年までに、7,500万～ 2億5千万人の人々が気候変動に伴う水ストレスの増大に曝されると予測される。
・2020年までに、いくつかの国では、天水農業における収量は、最大50％まで減少し得る。多くのアフリカ諸国におい
て、食料へのアクセスも含む農業生産は、激しく損なわれると予測される。このことは、食料安全保障に一層の悪影響
を与え、栄養不良を悪化させるだろう。
・21世紀末に向けて、予測される海面上昇は、大きな人口を擁する低平な沿岸域に影響を及ぼすであろう。その適応の
コストは、国内総生産（GDP）の少なくとも5～ 10％に達し得る。
・2080年までには、一連の気候シナリオによると、アフリカでは乾燥地と半乾燥地が5～8 ％増加すると予測される。（TS）

・2050年代までに、中央アジア、南アジア、東アジア及び東南アジアにおける淡水利用可能量は、特に大河川の流域に
おいて減少すると予測される。
・沿岸地域、特に南アジア、東アジア及び東南アジアの人口が稠密なメガデルタ地帯は、海からの洪水の増加によって、
またいくつかのメガデルタでは河川の洪水によって、最大のリスクに直面する。
・気候変動は、急速な都市化、工業化、経済発展に伴う自然資源及び環境への圧力と複合すると予測される。
・風土病の罹病率や主に洪水及び干ばつに伴う下痢性疾患による死亡者数は、水循環に予測される変化によって、東ア
ジア、南アジア及び東南アジアで上昇すると予想される。

オーストラリア
及びニュージー
ランド

・気候変動は、ヨーロッパの自然資源と資産の地域間格差を拡大すると予想される。悪影響には、内陸の鉄砲水のリス
ク増大と、（暴風雨と海面水位上昇による）より頻繁な沿岸洪水及び浸食の増大が含まれる。
・山岳地域では、氷河の後退、雪被覆と冬季観光の減少、及び大規模な生物種の喪失(高排出シナリオの下では、いく
つかの地域では2080年までに最大60％の喪失)に直面する。
・ヨーロッパ南部では、気候変化は、すでに気候変動性に脆弱な地域の状況（高温と干ばつ）を悪化させ、水利用可能量、
水力発電のポテンシャル、夏の観光、及び、一般的に、作物生産性を減少させると予測される。
・気候変動は、また熱波に起因する健康リスクと森林火災の頻度を増加させると予測される。

ヨーロッパ

・今世紀半ばまでに、気温の上昇とそれに伴う土壌水分量の減少により、アマゾン東部地域の熱帯雨林がサバンナに徐々
に取って代わられると予測される。半乾燥地域の植生は、乾燥地植生に取って代わられる傾向にある。
・熱帯ラテンアメリカの多くの地域においては、生物種の絶滅による重大な生物多様性の喪失リスクが存在する。
・いくつかの重要な農作物の生産性が下がり、家畜生産力も低下するため、食料安全保障に悪影響をもたらすと予測さ
れる。温帯地域では、大豆の収量が増加すると予測される。全体として、飢餓リスクにさらされる人口が増加すると予
測される。（TS、　　　　　　　）
・降水パターンの変化と氷河の消滅は、飲料水、農業、エネルギー生産のための水利用可能量に著しい影響を与えると
予測される。

ラテンアメリカ

・西部山岳地帯における温暖化は、積雪の減少、冬季洪水の増加及び夏季河川流量の減少をもたらし、過度に割り当て
られた水資源をめぐる競争を激化させると予測される。
・今世紀初めの数十年間におけるさほどひどくない程度の気候変動は、天水農業の総収量を5～ 20％増加させるが、
地域間で重要な変動性が生じると予測される。主要な課題は、適切な生育温度範囲の高温限界に近いところにある作
物や、利用度の高い水資源に依存する作物に関して予測されている。

・現在、熱波に見舞われている都市は、今世紀中に熱波の数、強度、継続期間の増加によって一層の困難を経験し、こ
れに伴い健康に悪影響を及ぼす可能性があると予想される。
・沿岸のコミュニティと居住は、開発や汚染と相互作用する気候変動の影響によりストレスが増加する。

北アメリカ

・2020年までに、グレートバリアリーフやクイーンズランド湿潤熱帯地域を含む、いくつかの生態学的に豊かな場所で、
生物多様性の著しい喪失が起こると予測される。

・2030年までに、オーストラリア南部及び東部、ニュージーランドのノースランドと東部地域の一部で、水の安全保障
問題が強まると予測される。
・2030年までに、オーストラリア南部及び東部の大部分と、ニュージーランド東部の一部においては、干ばつと火事の
増加によって、農業及び林業の生産が減少すると予測される。しかしながら、ニュージーランドのその他いくつかの地
域においては、当初は便益がもたらされると予測される。
・2050年までに、オーストラリア及びニュージーランドのいくつかの地域において進行している沿岸開発と人口増加によっ
て、海面水位上昇や、暴風雨及び沿岸洪水の激しさと頻度の増加によるリスクが増大すると予測される。

確信度が中程度

続く
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極端な気象現象の頻度と強度の変化及び海面水位上昇は、
自然及び人間システムに、主として悪影響を及ぼすと予想
される。｛3.3.5｝

　極端現象及び分野についての事例を表SPM.3に示す。

気候に関する諸過程やフィードバックに関連した時間ス
ケールのため、たとえ温室効果ガス濃度が安定化したとし
ても、数世紀にわたって人為起源の気温上昇や海面水位上
昇が続く。｛3.2.3｝

　第4次評価報告書第3作業部会報告の6つの安定化カテ
ゴリーに対応して推定される長期（数世紀）の昇温を、図
SPM.8に示す。

　グリーンランドの氷床の縮小が続き、2100年以降の海
面水位上昇の要因となると予測される。現在のモデルでは、

（工業化以前と比較して）世界の平均気温が1.9～4.6℃上
昇し、その状態が数千年間持続すれば、グリーンランド氷
床はほぼ完全に消滅し、約7ｍの海面水位上昇に寄与する
だろう。グリーンランドにおける将来の気温は、125,000
年前の最後の間氷期の推定気温に匹敵するが、古気候の記
録が示すとおり、この時は極域の雪氷面積の減少と4～6m
の海面水位上昇が起きた。{3.2.3}
　現在の全球モデルを用いた研究によれば、南極の氷床は
十分に低温で、広範囲にわたる表面の融解は起こらず、む
しろ降雪が増加するためその質量は増加すると予測される。 
しかしながら、力学的な氷の流出が氷の質量収支において
支配的であるならば、氷床質量が純減する可能性がある。
{3.2.3}

表 SPM.2. 続き

第4次評価報告書の安定化カテゴリーに対する数世紀間の気温上昇推定（1980～1999年基準）

図 SPM.8.  第4次評価報告書第3作業部会報告の6つの安定化カテゴリーに関する長期（数世紀）気温上昇予測（表SPM.6）気温の指標につい
ては、工業化以前から1980～1999年にかけての昇温分の約0.5℃を表SPM.6の値から差し引いている。ほとんどの安定化レベルについて、
世界平均気温は数世紀をかけて平衡するレベルへ近づいていく。気候感度を3℃と仮定したモデルにおいては、2100年までにSRES B1及び
A1Bに相当する安定化レベル（600ppm（CO2換算）及び850ppm（CO2換算）；カテゴリーⅣ及びⅤ）を実現するような温室効果ガス排出シナ
リオについて、安定化が実現するタイミングに、予測される世界平衡気温上昇の約65～70％が起こると予測している。より低い安定化シナリ
オ（カテゴリーI及びII、図SPM.11）については、より早期に平衡気温に到達するだろう。{図3.4}

極域

小島嶼

・予測される生物物理的影響の主なものは、氷河、氷床及び海氷の厚さと面積の減少と、渡り鳥、哺乳動物及び高次
捕食者を含む多くの生物に悪影響を及ぼす自然生態系の変化であると予測される。

・北極地方の人間社会では、影響、とりわけ雪氷の状態の変化による影響は混在していると予測される。
・有害な影響には、インフラや伝統的な先住民の生活様式への影響が含まれるだろう。
・両極域において、特定の生態系と生息環境は、外来生物種の侵入を防いできた気候障壁が低くなることから、脆弱に
なると予測される。

・海面水位上昇は、浸水、高潮、浸食及びその他の沿岸災害を悪化させ、その結果、島の地域社会を支える肝要なイ
ンフラ、住宅地、及び施設を脅かすと予想される。
・例えば、海岸侵食やサンゴの白化などによる沿岸の状態の悪化は、地域の資源に影響を及ぼすと予想される。
・今世紀半ばまでに、気候変動は、カリブ海や太平洋などの多くの小島嶼において、小雨期における需要を満たすのに
不足するところまで水資源を減少させると予想される。
・気温上昇に伴い、特に中・高緯度の小島嶼において、非在来種の侵入が増加すると予想される。

注釈：
明示的に示されない限りは、すべての記入事項は第2作業部会SPMの本文から引用されており、それぞれの部門（農業、生態系、水、沿岸域、健康、産業及び居住）
に関する　　　　　 または　　　　 　の記述である。第2作業部会SPMでは、これら記述の出典、時期、気温に言及している。最終的に現実化するその影響
の程度と時期については、気候変動の度合いと速度、排出シナリオ、開発経路及び適応に応じて異なる。

非常に高い 高い確信度

0 1 2 3 4 5 6℃

8.6℃
6.8℃

1980～1999年を基準とした世界平均気温変化（℃）
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表 SPM.3.  21世紀半ば及び後期までの予測に基づいた、極端な気象及び気候現象の変化によって起こりうる気候変動の影響の例。これらは
適応能力の変化や発達を考慮していない。2列目の可能性の推定は、1列目に記載された現象について述べている。｛表3.2｝

気候変動の速さと程度によっては、人為起源の温暖化によ
り、急激あるいは不可逆的な影響が引き起こされる可能性
がある。｛3.4｝

　極地陸域の氷床の部分的な減少は、数メートルの海面水
位の上昇と、海岸線の重大な変化及び低平地の浸水をもた
らし、河川デルタ及び低平小島嶼において最大の影響をも

たらす。そうした変化は千年規模の時間スケールで発生す
ると予測されているが、百年規模スケールのより急速な海
面水位の上昇の可能性も排除できない。｛3.4}
　気候変動はいくつかの不可逆的な影響をもたらす可能性
が高い。世界平均気温の上昇が1.5～2.5℃（1980～1999
年との比較）を超えた場合、これまで評価された種の約20
～30％は、絶滅するリスクが増す可能性が高いことは確信

現象a及び
傾向の方向性

SRESシナリオを用
いた21世紀の予測
に基づく将来傾向の
可能性

各分野に予測される主な影響例

農業／林業／生態系 水資源 人間健康 産業／居住／社会

ほぼ確実であるb

d

雪融けに依存した水
資源への影響
いくつかの水供給へ
の影響

寒冷曝露の減少によ
る死亡率の低下

暖房のエネルギー需要の減少
冷房のエネルギー需要の増加
都市の大気の質の悪化
雪氷による輸送分断の減少
冬季観光への影響

寒冷環境での収量の
増加
温暖環境での収量の
減少
昆虫の大発生の増加

ほとんどの陸域で、
寒い日や夜の減少と
昇温、暑い日や夜の
頻度の増加と昇温

可能性が非常に高い 水需要の増加
水質の問題（例：藻
の発生）

特に高齢者や慢性の
病気を有する人、幼
児、社会的に孤立し
た人の暑熱関連の死
亡リスクの増加

適切な住居を持たない温暖地
域の人々の生活の質の低下
高齢者、幼児、貧困者への影
響

熱ストレスによる温暖
地域での収量の減少
森林火災の危険性の
増加

ほとんどの陸域で継
続的な高温／熱波
の頻度の増加

可能性が非常に高い 地表水及び地下水の
水質への悪影響
給水の汚染
水不足は軽減される
かもしれない

死亡、怪我及び伝
染病、呼吸器疾患
及び皮膚病のリスク
の増加

洪水による居住、商業、輸送
及び社会の分断
都市部や農村部のインフラへ
の圧力
財産の損失

農作物への被害
土壌の侵食、土壌へ
の浸水による耕地の耕
作不能化

ほとんどの地域で大
雨の頻度の増加

可能性が高い より広範囲にわたる
水ストレス

食料及び水不足のリ
スクの増加
栄養不良のリスクの
増加
水・食品を原因とす
る病気のリスクの増
加

居住、産業、社会における水
不足
水力発電のポテンシャルの低
下
住民移住の可能性

土地の荒廃
収量の低下／作物の
被害及び不作
家畜の死亡の増加
森林火災のリスクの増
加

注釈：
a） 定義に関する更に詳細な点については、第1作業部会報告書の表3.7を参照
b） 各年の最も極端な日中と夜間の温暖化
c） 極端な高潮位は平均的な海面水位及び地域の気象システムによって左右される。これは、ある標準期間における観測地点で観測された海面水位の１時間値の上位1％ 

の値と定義される。
d) 全てのシナリオにおいて、2100年時点で予測される世界平均海面水位は標準期間よりも高い。海面水位の極端な現象に対する地域的気象システムの変化の影響は

評価されていない。

可能性が高い 公共の給水の断絶を
引き起こす停電

死亡、怪我、水・食
品を原因とする病気
のリスクの増加
心的外傷後ストレス
障害

洪水及び強風による分断
民間保険会社の脆弱地域に対
するリスク保障からの撤退
住民移住の可能性
財産の損失

農作物への被害
木々の風倒（根がえり）
サンゴ礁への被害

強い熱帯低気圧の活
動度の増加

干ばつの影響を受け
る地域の増加

可能性が高い 塩水の侵入による淡
水利用可能量の減少

洪水による溺死及び
怪我のリスクの増加
移住に関連した健康
影響

沿岸防護コスト対土地利用の
配置転換コスト
住民及びインフラの移動の可
能性
また上記の熱帯低気圧の項も
参照

灌漑用水、河口、淡
水システムの塩性化

極端な高潮位の発
生の増加（津波を
含まない）c
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度が中程度である。また、モデルによる予測は、世界平均
気温の上昇が約3.5℃を超えた場合、地球規模で重大な（評
価された種の40～70％）絶滅をもたらすことを示唆してい
る。{3.4}
　現在のモデルによるシミュレーションでは、大西洋の深
層循環は、21世紀中に弱まる可能性が非常に高いものの、
大西洋及びヨーロッパの気温は上昇すると予測される。深
層循環が21世紀中に突然大きく変化する可能性は非常に低
い。長期にわたる深層循環の変化についての信頼できる予
測はできていない。深層循環の大規模かつ持続的な変化に
よる影響は、海洋生態系の生産力、漁業、海洋による二酸
化炭素吸収、海洋の酸素濃度及び陸上植生への変化を伴う
可能性が高い。陸域及び海洋の二酸化炭素吸収の変化は、
気候システムへフィードバックをもたらすであろう。{3.4}

4.　適応と緩和のオプション14

広い範囲の適応オプションが利用可能であるが、将来の気
候変動への脆弱性を軽減するためには、現在行われている
よりも一層幅広い適応が必要である。障壁、限界及びコス
トが存在するが、これらは十分には理解されていない。{4.2}

　それぞれの社会には、気象及び気候関連の事象による影
響に適応してきた記録がある。それでもなお、予測される
気候の変化及び変動性による悪影響を低減するためには、
今後20年から30年の間に実施される緩和策の規模によら
ず、追加的な適応策が必要である。さらに、気候変動に対
する脆弱性は、他のストレスによって一層悪化し得る。こ
れらのストレスとは、例えば、現在の気候災害、貧困と資
源への不平等なアクセス、食料不安、経済のグローバル化
の傾向、紛争、HIV／エイズ等の疾病の発生などから生じ
る。｛4.2｝
　気候変動に対して現在既に計画的に行われている適応も
あるが、それらは限定的である。適応は、特に、より広範
囲な分野別イニシアティブに組み込まれた時に脆弱性を減

少することができる（表SPM.4）。いくつかの部門には低コ
スト及び／又は高いコスト対便益比で実施できる適応策が
存在していることは、確信度が高い。ただし、適応の地球
規模のコストと便益に関する総合的な見積もりはまだ限ら
れている。{4.2, 表4.1}

適応能力は、社会や経済の発展と密接に関連しているが、
社会間及び社会内で一様ではない。｛4.2｝

　さまざまな障壁が適応策の実施や効果を阻んでいる。適
応能力は動的であり、その社会の生産力の基盤（自然及び
人為的な資産価値、社会的ネットワーク及び社会保障、人
的資源及び制度、ガバナンス、国民所得、健康及び技術など）
の影響をうける。高い適応能力を有する社会でさえ、気候
の変化及び変動性、または極端な現象に対しては脆弱であ
る。｛4.2｝

ボトムアップ及びトップダウンの研究では、今後数十年に
わたり、世界の温室効果ガスの排出量の緩和ではかなり大
きな経済ポテンシャルがあり、それにより世界の排出量で
予想される伸びを相殺する、または排出量を現在のレベル
以下に削減する可能性があることについての意見の一致度
は高く、多くの証拠がある（図SPM.9、SPM.10）。15 トッ
プダウンの研究とボトムアップの研究で得られる結果は、
世界全体では一致する（図SPM.9）が、部門別レベルでは
かなりの違いが見られる。{4.3}

　どの部門のどの技術であれ、ひとつの技術だけでは、そ
の部門の全ての緩和ポテンシャルを提供できない。経済的
緩和ポテンシャルは、市場緩和ポテンシャルよりも大きい
のが通常であり、適切な政策を導入して障壁が排除される
ときにのみ実現される（表SPM.5）。｛4.3｝
　ボトムアップ研究によると、正味マイナスのコストを持
つ緩和機会の場合、2030年頃までに排出量を約6GtCO2換
算／年分削減するポテンシャルがある。これらの可能性を
実現するには実施上の障壁を克服する必要がある。｛4.3｝

14 本節では適応と緩和を別々に取り扱うが、これらは相互補完的である。このテーマは議題 5で扱う。
15 「緩和ポテンシャル」の概念は、ある価格（回避または削減されたCO2換算排出の単位当たりのコストとして表される）の下で、排出ベースラインに対して実現可能な

温室効果ガス削減の規模を評価するために構築されてきた。緩和ポテンシャルはさらに「市場緩和ポテンシャル」と「経済的緩和ポテンシャル」に分けられる。
 市場緩和ポテンシャルは、私的コストと私的割引率（民間の消費者及び企業の観点を反映している）に基づく緩和ポテンシャルであり、現行の政策措置を含め、

予想される市場状況の下で生じることが期待されるものの、実際のポテンシャルの実現は障壁により限定されることに注意。
 経済的緩和ポテンシャルは、社会的コスト及び便益、さらには社会的割引率（社会の観点を反映しているもの。社会的割引率は民間投資家が用いるものよりも

低い）を考慮して得られる緩和ポテンシャルであり、政策措置により市場効率が改善され障壁が排除されることを仮定する。
 緩和ポテンシャルは、異なるタイプの手法を用いて推計される。ボトムアップの研究は、特定の技術及び規制に重点をおく緩和オプションの評価を基礎とする。

これは典型的には、マクロ経済に変化はないとみなす部門別の研究である。トップダウンの研究は、経済全体における緩和オプションのポテンシャルを評価する。
これらの研究は世界規模で一貫性のある枠組みと、緩和オプションについて集積された情報とを用い、マクロ経済や市場からのフィードバックを集約する。
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16 20兆＝200,000億＝20×1012

　将来のエネルギーインフラに対する投資の意思決定は、
2005年から2030年までに米ドルで20兆ドル16以上の投資
が予想されており、温室効果ガス排出量に長期的な影響を
及ぼす。これは、エネルギー設備及び他のインフラ資本在
庫の寿命が長いためである。低炭素技術に対する早期の投
資を魅力のあるものにしたとしても、低炭素技術の広範な

普及には何十年もかかる可能性がある。当初の推計値によ
ると、2030年までに世界のエネルギー関連CO2排出量を
2005年のレベルまで戻すには、投資パターンを大きく変え
る必要がある。ただし、必要な正味の追加投資額は、ほぼ
ゼロから 5～10％の範囲である。{4.3}

表 SPM.4.  部門別の適応策の事例｛表4.1｝

部門

水

適応オプション／戦略 基礎となる政策枠組 主要な制約要素と実施機会

雨水利用の拡大、貯水及び水の保全技
法、水の再利用、淡水化、水利用と灌
漑効率

国内水資源政策及び、水資源統合管理、
水関連災害の管理

資金・人材・物理的障壁、

農業 作付け時期及び作物種の調整、作付け
場所の移動、土地管理の改善、（例、
侵食管理及び植林による土壌保護） 

研究開発政策、制度改革、土地の所有
権と土地改革、訓練、能力開発、作物
保険、資金面でのインセンティブ、例え
ば、補助金・税控除

技術的及び資金的制約、新種へのアクセス、
市場、

インフラ／居住
(沿岸地帯を含む)

移転、防波堤、高潮用防壁、砂丘の
補強、海面水位上昇及び洪水に対する
緩衝地帯としての土地の取得と沼地／
湿地の構築、既存の自然障壁の保護

気候変動への配慮を設計に取り入れる
基準及び規制、土地利用政策、建築コー
ド、保険

資金的及び技術的障壁、移転スペースの利
用可能性、

人間の健康 熱─健康行動計画、救急医療サービス、
気候の影響を受けやすい疾病の監視と
コントロールの改善、安全な水と衛生
状態の改善

気候リスクを認識した公衆衛生政策、
保健サービスの強化、地域協力と国際
協力

人間の許容限界（脆弱なグループ）、知識の
限界、資金能力、

運輸 再編成／移設、道路・鉄道・その他イ
ンフラの設計基準及び計画策定を温暖
化や排水に対応させる

国内運輸政策に気候変動への配慮を組
み入れる、例えば永久凍土地域などの
特殊な状況に関する研究開発への投資 

資金的及び技術的障壁、脆弱性の少ない
ルートの利用可能性、

エネルギー 地上送電の強化と分配用インフラ、ユー
ティリティー向け地下ケーブル敷設、エ
ネルギー効率、再生可能エネルギー源
の利用、単一のエネルギー資源への依
存度の低減

国内エネルギー政策、規制、及び代替
資源の利用促進を目的とした財政面・
資金面でのインセンティブ、設計基準へ
の気候変動の組み入れ

有効な代替エネルギーへのアクセス、資金
的及び技術的障壁、新技術の受け入れ、

観光 観光の魅力及び収入源の多角化、ス
キー場の高標高及び氷河への移動、人
工雪 

統合的な計画策定（例、運営能力、他
部門との連携）、資金面でのインセンティ
ブ、例えば補助金・税控除

新しい観光の魅力の宣伝／マーケティング、
資金及びロジ面の課題、他部門への悪影響
の可能性（例、人工雪の製造はエネルギー
利用量を増加させる可能性がある）、

管理、他の部門との相乗効果

高緯度での生育期間長期化、「新」

統合的な政策及び管理、持続

保健サービスのレベルア

「新し

技術の改善及び主要

い」魅力からの収入、より広範な利害関係者
 グループの参加

部門（例、エネルギー）との統合

新技術の促進、現地資源の活用

ップ、生活の質の向上

可能な開発目標との相乗効果

生産品による収入

統合水資源

注釈：
多くの部門のその他事例には早期警戒システムが含まれる。

(通常のフォント = 制約、　　　　　 )斜字 = 機会
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GtCO2換算/年

エネルギー供給 運　輸 建　築 産　業

100米ドル/tCO2換算以下のポテンシャルの総計（CO2換算/年）

農　業 林　業 廃棄物

24～47億t 16～25億t 53～67億t 25～55億t 23～64億t 13～42億t 4～10億t
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2030年における世界の経済的緩和ポテンシャル及び予測される排出量増加の比較

ボトムアップ研究から推計される2030年時点の部門別の経済的緩和ポテンシャル

図 SPM.9.  2030年の世界経済的緩和ポテンシャル（a）ボトムアップ研究、（b）トップダウン研究、及び（c）SRESシナリオによる排出量増加
予測（2000年の温室効果ガス排出量、40.8GtCO2換算との比較）　注：SRESの結果と一貫性をもたせるため、2000年の温室効果ガス排出
量には、伐採と森林減少後に残る地上バイオマスの腐朽、泥炭火災及び干上がった泥炭土から発生するCO2は含まない。｛図4.1｝

図 SPM.10.  ボトムアップ研究から推計された2030年時点の部門別の経済的緩和ポテンシャルを、各部門を評価した際に仮定されたそれぞ
れのベースラインに対し比較したもの。ポテンシャルには、生活様式の変更など非技術的オプションは含まれない。｛図4.2｝

注釈：
a)  各部門別について評価される世界の経済的ポテンシャルの範囲を縦軸に示す。この範囲は排出量の最終用途割当に基づくもので電力利用の

排出量はエネルギー供給部門ではなく、最終用途部門に入れられる。 
b)  ポテンシャルの推計は利用可能な研究が少ないことでの制約を受けた。特に炭素価格が高い場合の研究件数が少ない。
c)  各部門で異なるベースラインが用いられた；産業部門では、SRES B2ベースラインが用いられたが、エネルギー供給部門、運輸部門では、

WEO2004のベースラインが用いられた；建築部門は、SRES B2及びA1Bの中間のベースラインに基づくものであり、廃棄物部門では 
SRES A1Bの変動要素を用いて廃棄物に固有のベースラインを作成；農業及び林業では、主にSRES B2の変動要素を用いたベースライン
が使われた。  

d)  運輸部門では世界の合計量だけが示されている。これは国際航空輸送が含まれているためである。 
e)  含まれていないカテゴリー：建築部門及び運輸部門の非CO2排出量、原材料効率オプションの一部、エネルギー供給部門における熱の生産

とコジェネ、大型車両、船舶輸送、平均乗車人員の高い旅客輸送、建築物における最大コストオプション、排水処理、炭鉱及びガスパイプ
ラインからの排出削減、エネルギー供給及び運輸部門からのフロンガス。これらの排出量が含まれないことによる経済的ポテンシャルの合
計が過小評価される範囲は、10～15％程度である。

ボトムアップ研究a） トップダウン研究b） 2000年水準からの
GHG排出量の増加量

c）
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部
門

エ
ネ
ル
ギ
ー

供
給

現
在
商
業
的
に
利
用
可
能
な
主
要
な
緩
和
技
術
及
び
実
施
方
法

環
境
上
効
果
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
政
策
、
措
置
と

手
法

斜
字
で
示
し
た
の
は
今
後
20
30
年
ま
で
に
商
業
化
が
予
測
さ
れ
る
主
要
な
緩
和
技
術
及
び

 実
施
方
法

主
要
な
制
約
及
び
機
会

(通
常
の
フ
ォ
ン
ト
 =
 制
約
、
　
　
　
　
　
)

斜
字
 =
機
会

供
給
及
び
流
通
効
率
の
改
善
；
石
炭
か
ら
ガ
ス
へ
の
燃
料
転
換
；
原
子
力
発
電
；
再
生
可
能
な

熱
及
び
電
力（
水
力
、太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
、風
力
、地
熱
、バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
）；
コ
ジ
ェ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン；
炭
素
回
収
貯
留（
CC
S）
の
早
期
適
用（
例
、天
然
ガ
ス
か
ら
分
離
し
た
CO

2の
貯
留
）；

運
輸

よ
り
低
燃
費
の
車
；
ハ
イ
ブ
リッ
ド
車
；
よ
り
ク
リ
ー
ン
な
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
；
バ
イ
オ
燃
料
；
道
路

交
通
か
ら
鉄
道
及
び
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
へ
の
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
；
非
動
力
系
の
交
通
手
段（
自

転
車
、
徒
歩
）；
土
地
利
用
と
交
通
計
画
；

建
築

効
率
的
な
照
明
及
び
採
光
；
よ
り
効
率
的
な
電
気
器
具
・
冷
暖
房
設
備
；
調
理
器
具
、
断
熱

性
能
の
向
上
；
冷
暖
房
用
の
パ
ッ
シ
ブ
及
び
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
ソ
ー
ラ
ー
設
計
；
代
替
冷
媒
、
フ
ロ

ン
ガ
ス
の
回
収
と
再
利
用
；

産
業

よ
り
効
率
的
な
末
端
電
気
機
器
；
熱
及
び
電
力
の
回
収
；
材
料
の
リ
サ
イ
ク
ル
と
代
替
；
CO

2 
以
外
の
ガ
ス
排
出
量
の
制
御
；
数
々
の
プ
ロ
セ
ス
固
有
の
技
術
；

農
業

土
壌
炭
素
貯
留
量
増
加
の
た
め
の
作
物
耕
作
及
び
放
牧
用
の
土
地
の
管
理
方
法
改
善
； 
耕
作
さ

れ
て
い
る
泥
炭
質
土
壌
と
劣
化
土
壌
の
回
復
；
CH

4排
出
量
削
減
の
た
め
の
稲
作
技
法
及
び
家

畜
及
び
堆
肥
の
管
理
方
法
の
改
善；
N 2
O
排
出
量
削
減
の
た
め
の
窒
素
肥
料
の
利
用
技
法
改
善
；

化
石
燃
料
の
使
用
を
代
替
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
専
用
穀
物
；
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
改
善
；

林
業
・
森
林

廃
棄
物

新
規
植
林
；
再
植
林
；
森
林
管
理
；
森
林
減
少
の
低
減
；
伐
採
木
材
製
品
の
管
理
；
化
石
燃

料
の
使
用
を
代
替
す
る
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
用
林
業
製
品
；

埋
立
地
メ
タ
ン
の
回
収
；
エ
ネ
ル
ギ
ー
回
収
を
伴
う
廃
棄
物
焼
却
；
有
機
廃
棄
物
の
た
い
肥
化
；

制
御
さ
れ
た
廃
水
処
理
；
リ
サ
イク
ル
及
び
廃
棄
物
の
量
を
最
少
化
；

化
石
燃
料
用
助
成
金
の
削
減
；
化
石
燃
料
へ
の
、
課
税
ま
た
は
炭

素
課
金

義
務
的
な
燃
費
効
率
；
バ
イ
オ
燃
料
の
混
合
及
び
道
路
輸
送
に
関

す
る
CO

2基
準

既
得
権
者
の
抵
抗
に
よ
り
実
施
が
困
難
と
な
る
可
能
性

機
器
の
基
準
と
ラ
ベ
ル
表
示
 

定
期
的
な
基
準
の
見
直
し
の
必
要
性

国
際
競
争
の
観
点
で
は
国
内
政
策
の
安
定
が
重
要

予
測
可
能
な
割
当
メ
カ
ニ
ズ
ム
及
び
安
定
し
た
価
格
シ
グ

ナ
ル
が
投
資
に
は
重
要

制
約
に
は
投
資
資
本
の
不
足
、
土
地
保
有
権
条
件
問
題
が

含
ま
れ
る
。

地
域
に
お
け
る
低
価
格
燃
料
の
利
用
可
能
性

施
行
戦
略
の
あ
る
国
レ
ベ
ル
で
最
も
効
果
的
に
適
用
さ
れ
る

需
要
側
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム

実
効
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
規
制
が
必
要

公
共
部
門
主
導
の
プ
ロ
グ
ラ
ム（
政
府
調
達
含
む
）

車
の
一
部
車
種
の
み
を
対
象
と
す
る
な
ら
効
果
が
限
定
さ

れ
る
可
能
性

車
の
購
入
、
登
録
、
利
用
、
車
用
燃
料
へ
の
課
税
；
道
路
通
行
料
、

駐
車
料
金

高
所
得
層
で
は
効
果
が
落
ち
る
可
能
性

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
に
対
す
る
固
定
買
取
り
制
度
；
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
導
入
義
務
；
生
産
者
向
け
助
成
金

ガ
ス
、
バ
イ
オ
マ
ス
、
石
炭
火
力
発
電
施
設
で
の
 C
CS
 ；
先
進
的
原
子
力
技
術
；
潮
汐
及
び

 波
力
発
電
、
集
中
太
陽
熱
、
太
陽
光
な
ど
先
進
的
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

第
二
世
代
バ
イ
オ
燃
料
；
よ
り
高
効
率
な
航
空
機
；

高
信
頼
性
・
高
出
力
バ
ッ
テ
リ
ー
を
用
い
た
先
進
的
な
電
気
自
動
車
、
ハ
イ
ブ
リッ
ド
車

フィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
制
御
を
提
供
す
る
高
性
能
な
計
測
器
等
技
術
を
含

む
、
商
業
用
建
築
物
の
総
合
設
計
；
太
陽
光
発
電
を
取
り
入
れ
た
建
築
物
 

先
進
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
；

セ
メ
ン
ト
、
ア
ン
モ
ニ
ア、
鉄
の
製
造
で
の
 C
CS
；
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
造
に
お
け
る
不
活
性
電
極

バ
イ
オ
マ
ス
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
、

炭
素
固
定
を
増
加
さ
せ
る
よ
う
な
樹
種
の
品
種
改
良
；
植
生
／
土
壌
炭
素
の
固
定
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

を
分
析
し
、
土
地
利
用
変
化
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
に
使
用
す
る
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
技
術
の
向
上

CH
4酸
化
を
最
適
に
す
る

バ
イ
オ
カ
バ
ー
と
バ
イ
オ
フィ
ル
タ
ー

低
排
出
技
術
用
の
市
場
創
設
が
適
切
で
あ
る
可
能
性

建
築
基
準
及
び
認
証

新
規
の
建
物
に
魅
力
的
で
あ
る
。
施
行
は
困
難
と
な
り
う
る

政
府
調
達
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
よ
い
製
品
の
需
要
が

 広
が
り
う
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
サ
ー
ビ
ス
企
業（
ES
CO
s）
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

基
準
情
報
の
提
供
；
性
能
基
準
；
助
成
金
；
税
控
除

排
出
権
取
引

成
功
す
る
要
因
に
は
次
の
も
の
が
含
ま
れ
る
：
明
確
な
目

標
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
シ
ナ
リ
オ
、
設
計
と
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け

る
第
三
者
の
参
加
、
公
式
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
提
供
、
政

府
と
産
業
の
密
接
な
協
力

自
主
協
定

成
功
要
因
：
第
三
者
資
本
へ
の
ア
ク
セ
ス

技
術
の
導
入
促
進
が
適
切
で
あ
る
可
能
性

貧
困
を
緩
和
し
う
る

技
術
の
普
及
を
促
進
す
る
可
能
性

土
地
利
用
規
制
、
イ
ン
フ
ラ
の
計
画
に
よ
り
モ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
ニ
ー

ズ
に
影
響
を
及
ぼ
す
；
魅
力
あ
る
公
共
交
通
施
設
及
び
非
動
力
系

の
交
通
シ
ス
テ
ム
へ
の
投
資

改
善
さ
れ
た
土
地
管
理
に
対
す
る
資
金
面
で
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と

規
制
；
土
壌
炭
素
含
有
量
保
持
；
肥
料
と
灌
漑
の
効
率
的
な
利
用

廃
棄
物
及
び
廃
水
の
管
理
の
改
善
に
対
す
る
資
金
面
で
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
ま
た
は
導
入
義
務

廃
棄
物
管
理
の
規
制

森
林
の
拡
大
、
森
林
減
少
の
削
減
、
森
林
の
保
持
と
管
理
に
向
け

た
資
金
面
で
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ（
国
内
、
国
際
）；
土
地
利
用
の
規

制
と
施
行

交
通
シ
ス
テ
ム
を
構
築
中
の
国
に
特
に
適
す
る

持
続
可
能
な
開
発
及
び
気
候
変
動
に
対
す
る
脆
弱
性
の
低

 減
と
の
相
乗
効
果
を
促
進
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
に

  よ
り
実
施
障
壁
を
克
服

高
の
向
上

作
物
収
穫

表
 S

PM
.5

.  
選

ば
れ

た
部

門
別

の
主

要
な

緩
和

技
術

、
政

策
及

び
措

置
、

制
約

及
び

機
会

の
例

{表
 4

.2
}
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緩和行動を促すインセンティブを持たせるため、各国政府
が取りうる政策及び手法は多種多様である。それらの適用
可能性は各国の国内事情や部門別のそれぞれの事情による。

（表SPM.5）{4.3}

　それらは、より広範な開発政策の中に気候政策を組み込
むこと、規制措置と規制基準、税金及び課徴金、取引可能
な排出権、資金面でのインセンティブ、自主協定、情報手法、
研究開発／実証（RD&D）を含む。{4.3}
　効果的な炭素価格シグナルは、全ての部門において大き
な緩和ポテンシャルの達成を可能にするかもしれない。炭
素価格が2030年までに20～80米ドル/CO2換算tに上昇す
ることは2100年までに約550ppmCO2換算で安定化する
ことと整合性があることを、モデル研究が示している。こ
れと同じ安定化レベルについては、誘発される技術変化に
より、価格範囲は2030年で、5～65米ドル/CO2換算tに
下がるだろう。17  ｛4.3｝
　緩和のための行動をとった結果得られる短期的な共同便
益（大気汚染が緩和されることによる健康の改善など）は、
緩和コストのかなりの部分を相殺する可能性があることに
ついての意見の一致度は高く、多くの証拠がある。｛4.3｝
　附属書Ⅰ国による行動が世界経済及び世界の排出量に影
響を与える可能性があること、ただし、炭素リーケージの
大きさは依然として不確実であることについての意見の一
致度は高く、証拠は中程度である。18  ｛4.3｝
　化石燃料輸出国（附属書 I 及び非附属書 I 国の両方）で
は、第3次評価報告書で示唆されたように、緩和策政策に
より需要が減り、価格も下がり、GDPの成長も鈍化する
だろう。この波及効果（スピルオーバー）の程度は、政策
決定と石油市況に関する想定条件に、大きく左右される。

｛4.3｝
　生活様式や行動パターン・管理手法の変化が全ての部門
にわたって気候変動の緩和に貢献し得ることについても意
見の一致度は高く、中程度の証拠がある。{4.3}

国際レベルで協力を行うことにより世界の温室効果ガス排
出量を削減する多数のオプションが存在する。気候変動枠
組条約及びその京都議定書の注目すべき功績は、気候問題
への世界的な対応を確立し、一連の国内政策を推進し、国
際的な炭素市場を創設し、さらに将来的な緩和努力の基礎
となる可能性がある新しい制度的仕組みを構築したことで
あり、このことについての意見の一致度は高く、多くの証

17 本報告書で評価された緩和ポートフォリオ及びマクロ経済コストに関する研究は、トップダウンモデル方式に基づくものである。大半のモデルは、市場に透明性が
あり、取引コストがなく、それゆえ緩和措置が 21世紀を通して完璧に実施されると仮定、世界規模の排出量取引のもと、緩和ポートフォリオに地球規模最小コスト
手法を用いる。コストは、期間中の特定の時点で与えられることとする。地球規模モデルにおけるコストは、一部の地域、部門（例、土地利用）、オプション、ある
いはガスを除外する場合、増加する。より低いベースラインや、炭素税や排出権のオークションによる収入の利用により、さらには誘発される技術的習熟を含める
なら、地球規模モデルにおけるコストは低下する。これらのモデルでは、気候の便益を考慮しておらず、一般に、緩和措置の共同便益あるいは衡平性の問題も考慮
していない。誘発される技術変化に基づいたアプローチの安定化研究への応用では大きな進展が達成された。しかし、概念上の問題は残る。誘発される技術変化を
考慮したモデルでは、ある安定化レベルにおいて予測されるコストは削減される。その削減は安定化レベルが低ければ低いほど大きくなる。

18 詳細は統合報告書 本編 主題4に示す。
19 「主要な脆弱性」は、文献中の多くの基準（影響の大きさ、時期、持続性／可逆性、適応ポテンシャル、分布の観点、可能性、影響の「重要性」 を含む）に基づき特定し得る。

拠がある。気候変動枠組条約のもとでの適応策への取り組
みも進み、新たな国際的イニシアティブも示唆されている。

｛4.5｝

　排出削減のための協調努力をより拡大し、また、市場メ
カニズムの範囲を拡大することは、ある緩和レベルを達成
するための世界のコスト削減に役立つ、あるいは環境上の
効果を改善する。排出目標、部門別、地方または準国家レ
ベルの行動、RD&Dプログラム、共通政策の採用、開発に
向けた行動の実施、あるいは資金調達手段の拡大など、気
候変動に対応する努力には多様な要素が含まれる。｛4.5｝

いくつかの部門では、持続可能な開発の他の側面との相乗
効果を実現し、対立を回避するような気候対応オプション
を実施することが可能である。マクロ経済政策や非気候政
策に関する意思決定が、排出量、適応能力及び脆弱性に大
きな影響を与える可能性がある。｛4.4, 5.8｝

　開発をより持続可能なものにするなら、緩和及び適応能
力を強化し、温室効果ガス排出量及び気候変動への脆弱性
を低減し得るが、その実施には障壁が存在するだろう。そ
の一方で、気候変動が、持続可能な開発へ向けた進捗速度
を鈍らせ得る可能性が非常に高い。今後半世紀にわたって、
気候変動はミレニアム開発目標（MDGs）の達成を妨げ得
る。｛5.8｝

５．長期的な展望

国連気候変動枠組条約第２条に関係する「気候システムへ
の危険な人為的な干渉」とは何かの決定には価値判断を含
む。この課題に対して科学は、どの脆弱性が「主要」かにつ
いて判断するための基準の提供などにより、情報に基づく
意志決定の支援を行うことができる。｛ボックス‘主要な脆弱
性と気候変動枠組条約第２条’, 主題５｝

　主要な脆弱性19は、食料供給、インフラ、健康、水資源、
沿岸システム、生態系、地球規模の生物地球化学的サイクル、
氷床，海洋及び大気の循環モードなどの多くの気候に敏感
なシステムに関係するだろう。｛ボックス‘主要な脆弱性と
気候変動枠組条約第２条’, 主題５｝
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20 評価した最も低い緩和シナリオのカテゴリーにおいては、排出量が2015年までにピークに達する必要があり、もっとも高いカテゴリーにおいては、2090年までに
ピークに達する必要がある（表SPM.6を参照）。異なる排出経路を用いるシナリオでは、地球規模の気候変動の速度に大きな違いがある。

第3次評価報告書で特定された 5つの「懸念する理由」は、
主要な脆弱性を考察するための有効な枠組みであり続けて
いる。これらの理由は第3次評価報告書においてよりも強
まっていると評価されている。多くのリスクがより高い確
信度で特定されており、いくつかのリスクはより小さな気
温上昇において生じる、あるいはより大規模になると予測
される。影響（第3次評価報告書における「懸念する理由」
の基礎）と脆弱性（影響への適応能力を含む）の関係につい
ての理解は向上している。｛5.2｝

　これは、システム、分野及び地域を特に脆弱にする条件
についてより正確な特定が行われたことや、数世紀の時間
スケールにわたり非常に大規模な影響を与えるリスクにつ
いての証拠が増えたことによる。｛5.2｝
・ 特異的な、かつ危機にあるシステムへのリスク　観測さ

れた気候変動が、特異で脆弱なシステム（極地及び山岳
地域の社会及び生態系）に影響を与え、温度の上昇に連
れて悪影響のレベルが上昇することについて、新しく、
より強力な証拠がある。温暖化の進行により、種の絶滅
やサンゴ礁の被害のリスクが増加することについて、第
3次評価報告書よりも高い確信度で予測されている。世
界平均気温の上昇が1.5～2.5℃（1980～1999年との比
較）を超えた場合、これまで評価された植物及び動物種
の約20～30％は、絶滅するリスクが増す可能性が高い
ことについては確信度が中程度である。世界平均気温が
1990年水準よりも1～2℃（工業化以前から1.5～2.5℃
程度）上昇すると、多くの生物多様性のホットスポット
を含む、多くの特異的な、かつ危機にあるシステムに重
大なリスクをもたらすという確信度が高まった。サンゴ
は熱ストレスに対して脆弱であり適応能力が低い。約1
～3℃の海面水温の上昇は、熱に対するサンゴの適応や
順応がない限り、より頻繁なサンゴの白化現象と広範な
死滅をもたらすと予測される。北極の先住民コミュニ
ティ及び小島嶼の社会の昇温に対する脆弱性の増加が予
測されている。{5.2}

・ 極端な気象現象のリスク　近年のいくつかの極端な気象
現象への応答から、脆弱性のレベルが第3次評価報告書
で想定されたよりも高まっていることが明らかになっ
た。干ばつ、熱波及び洪水、それらによる悪影響も同
様に増加するという予測の確信度は一層高まっている。
{5.2}

・ 影響及び脆弱性の分布　地域によって明確な違いがあり、
経済的に最も弱い人々は、しばしば気候変動に対して最
も脆弱である。途上国だけでなく先進国においても、貧
困者や高齢者といった特定のグループに関して、脆弱性が
より大きいことについての証拠が増加している。さらに、
低緯度の低開発地域——例えば、乾燥地域やメガデルタ
における——が、一般により大きなリスクにさらされて
いるということについての証拠は増加している。{5.2}

・ 集計的な総影響　気候変動による初期の正味の市場便益
は、第3次評価報告書と比較して、より低い昇温の度合
でピークに達すると予測される一方、被害は昇温の度合
がより大きい程大きくなるだろう。温暖化の進行による
正味のコストは、時間の経過とともに増加すると予測さ
れる。{5.2}

･ 大規模特異事象のリスク　数世紀にわたる地球温暖化
は、熱膨張からのみでも海面水位の上昇への寄与をもた
らし、その寄与は20世紀中に観測されたものよりも大き
いと予測され、沿岸域の喪失及び関連する影響を伴うだ
ろうことの確信度が高い。グリーンランド氷床及びおそ
らくは南極氷床からの融解が、さらなる海面水位の上昇
に寄与するリスクは、氷床モデルによる予測よりも大き
く、かつ百年規模の時間スケールで起こり得るというこ
とについての理解は、第3次評価報告書よりも進んでい
る。これは、近年の観測で見られた氷の力学的過程（こ
れは、第4次評価報告書で評価された氷床モデルには十
分に含まれていない）により、氷の減少速度が上昇する
であろうからである。{5.2}

適応策と緩和策のどちらも、その一方だけでは全ての気候
変動の影響を防ぐことができないが、両者は互いに補完し
あい、気候変動のリスクを大きく低減することが可能であ
ることは、確信度が高い。{5.3}

　評価された最も低い安定化シナリオにおいてでさえ起こ
るであろう気温上昇による影響に対処するためには、短期
及び長期的な適応が必要である。障壁、限界及びコストが
存在するが、これらは十分には理解されていない。緩和さ
れない気候変動は、長期的には、自然システム、人為シス
テム及び人間システムの適応能力を超える可能性が高い。
そのような限界に達する時間は、分野及び地域によって異
なる。緩和行動の早期実施は、より炭素集約度の高いイン
フラでの固定化を回避し、気候変動及び関連する適応ニー
ズを低減するだろう。{5.2, 5.3}

多くの影響は、緩和によって、減少、遅延、回避され得る。
今後20年から30年間の緩和努力と投資が、より低い安定
化レベルの達成機会に大きな影響を与える。排出削減を遅
らせることは、より低い安定化レベルの達成機会を大きく
制約し、より厳しい気候変動の影響を受けるリスクを増加
させる。｛5.3, 5.4, 5.7｝

　大気中の温室効果ガス濃度を安定化させるためには、排出
量がピークに達し、その後は減少する必要がある。安定化レ
ベルが低ければ低いほど、このピークとその後の減少はより
早く起きる必要があるだろう。20 ｛5.4｝
　表SPM.6及び図SPM.11は、異なる安定化濃度グループ
ごとに必要な排出量のレベル、その結果としての平衡時の
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世界の気温上昇、及び熱膨張のみに由来する長期的な海面
水位上昇についてまとめたものである。21 ある気温安定化レ
ベルに達するための緩和の時期やレベルは、気候感度が高
い場合、それが低い場合と比べ、より時期が早まるとともに、
より厳しいものとなる。{5.4, 5.7}
　温暖化した場合、海面水位の上昇は避けられない。熱膨
張に由来する海面水位の上昇は温室効果ガス濃度が安定化
した後も数世紀にわたり継続し、評価されたどの安定化レ
ベルでも、21世紀中に予測されているよりも高い上昇が結
果的に起きるだろう。世界平均気温が、工業化以前と比較
して1.9～4.6℃以上上昇した状態が数世紀続く場合、グ
リーンランド氷床の縮小は、数ｍの規模で海面水位上昇に
寄与し、それは熱膨張による寄与よりも大きい可能性があ
る。熱膨張及び氷床の、気温上昇に対する応答の時間スケー
ルが長いため、たとえ温室効果ガス濃度が現在またはそれ
以上のレベルで安定したとしても、海面水位は今後数世紀
にわたって安定化しないだろう。{5.3，5.4}

評価された全ての安定化レベルは、現在利用可能な技術あ
るいは今後数十年間に商業化が期待される技術のポート

フォリオを展開することで達成し得る。ここでは、技術の
開発、取得、展開、普及のための、そして関係する障壁に
対処するための適切でかつ効果的なインセンティブが導入
されるものと仮定する。これについての意見の一致度は高
く、多くの証拠がある。｛5.5｝

　評価された全ての安定化シナリオによれば、排出削減量
の60～80％はエネルギーの供給と消費、工業プロセスか
ら得られ、エネルギー効率化が多くのシナリオで重要な役
割を果たす。土地利用・森林部門の 非CO2及びCO2緩和オ
プションが、より大きな柔軟性と高い費用効果性を与える。
低い安定化レベルには早期の投資、先進的な低炭素技術の
一層大幅に迅速な普及と商業化が必要である。｛5.5｝ 
　相当の投資フローや効果的な技術移転がなければ、大き
な規模の排出量削減を達成することは困難だろう。低炭素
技術による増分コストへ資金供給を動員することが重要で
ある。{5.5}

表 SPM.6.  ポストTARの安定化シナリオの特徴とそれに伴う長期的な世界平均平衡温度、及び熱膨張のみに由来する長期的な海面水位上昇 a

｛表5.1｝

21 第4次評価報告書では、安定化シナリオに対する、今世紀の気温変化の推定は示されていない。ほとんどの安定化レベルについて、世界平均気温は数世紀をかけて平
衡するレベルへ近づいていく。かなり低いレベルに安定化するシナリオ（カテゴリーI、II、図SPM.11）においては、より早期に平衡気温に到達するだろう。

 

カテゴリー 
評価された
シナリオの数

ppm ppm 西暦 ％ ℃ m

I
II

III
IV

V
VI

350～400

400～440
440～485

485～570
570～660

660～790

445～ 490
490～ 535

535～ 590
590～ 710

710～ 855
855～1130

2000～2015

2000～2020
2010～2030

2020～2060
2050～2080

2060～2090

-85 ～ -50
-60 ～ -30

-30 ～ +5
+10 ～ +60

+25 ～ +85
+90 ～+140

2.0～2.4

2.4～2.8
2.8～3.2

3.2～4.0
4.0～4.9

4.9～6.1

0.4～1.4
0.5～1.7

0.6～1.9
0.6～2.4

0.8～2.9
1.0～3.7

6

18
21

118
9

5

注釈:
a） ここで評価される緩和研究に報告された特定の安定化レベルに達するための排出削減量は、考慮されていない炭素循環フィードバックのせいで、過小評価されている
かもしれない。（統合報告書本編主題2.3も参照）

b） 大気中CO2濃度は2005年時点で379ppmであった。2005年における長寿命の温室効果ガスのすべてを対象とした、CO2換算濃度の最良の推定値は約455ppm
である。すべての人為起源の放射強制力の正味影響を含んだ対応値はCO2換算375ppmである。

c） ポストTARシナリオの分布における15パーセンタイルと85パーセンタイルに相当する範囲。CO2排出量を示しており、このため、複数のガスのシナリオでも CO2のみ
のシナリオと比較可能となる。(図SPM.3参照)

d） 気候感度の最良の推定値は3℃
e） 気候システムの慣性のため、平衡時の世界平均気温は、温室効果ガス濃度の安定化時に予想される世界平均気温とは異なることに注意。評価したシナリオの大半は、
温室効果ガス濃度の安定化が2100年から2150年までの間に起きるとしている（脚注21も参照）。

f） 平衡時の海面水位上昇は海洋の熱膨張による寄与のみに対するものであり、少なくとも数世紀間に平衡状態に至らない。これらの値は、比較的単純な気候モデルを
用いて推定された（1つの低解像度AOGCMといくつかのEMICsを使用し、気候感度は最良の推定値3℃を使用した）もので、氷床や氷河、氷帽の融解による寄与は
含まない。長期的な熱膨張は、世界平均気温の上昇が工業化以前の気温に比べて1℃上回る毎に、0.2 ～ 0.6ｍの海面水位の上昇をもたらすと予測されている。
（AOGCMは大気海洋結合モデルを、EMICは中程度に複雑な地球システムモデルをさす。）

二酸化炭素安定化
濃度
（2005年＝
  379ppm）b

温室効果ガス安
定化濃度（二酸
化炭素換算）（エ
ーロゾル含む）
（2005年＝
  375ppm）b

2050年における
二酸化炭素排出
量の変化
（2000年比のパ
ーセント）a,c

気候感度の“最
良の推定値”を用
いた平衡時の世
界平均気温の工
業化以降からの
上昇d,e

熱膨張のみに由
来する平衡時の
世界平均海面水
位の工業化以降
からの上昇f

二酸化炭素排出
がピークを迎え
る年a,c
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表 SPM.7.  2030年及び2050年における世界のマクロ経済的コストの推計。様々な長期的安定化レベルに向けた最小コストとなる排出経路
において、ベースラインを基準として推計されたもの。｛表5.2｝

22 コスト推計とモデルの仮定条件に関する詳細については、脚注17を参照。

安定化レベルの範囲におけるCO2排出量と平衡気温の上昇量

図 SPM.11.  1940年から2000年の世界のCO2排出量と、2000年から2100年に関する安定化シナリオカテゴリーのそれぞれに応じた排出
量の範囲（左図）及び、安定化目標と、可能性の高い平衡時の世界平均気温の工業化以降からの上昇との関係（右図）。平衡状態に近付くには数
世紀かかり得、より高い安定化レベルのシナリオについては特にそうである。彩色された領域は、異なる目標（安定化カテゴリーIからⅥ）に従っ
て分類された安定化シナリオを示す。右の図は、工業化前からの世界平均気温の上昇値との関係、次のものを用いた：(i) 気候感度 3℃という

「最良の推定値」（彩色された領域の中心にある黒い線）、(ii)気候感度4.5℃で可能性が高い範囲の上限（彩色された領域の上にある赤い線）、(iii) 
気候感度 2℃で可能性が高い範囲の下限（彩色された領域の下部にある青い線）。左図の黒の破線は SRES（2000）以降に発表された最近のベー
スラインシナリオの排出量の幅を示す。CO2のみの、及び複数の温室効果ガスに関する安定化シナリオの排出量の、すべてのシナリオ分布の中
の10パーセンタイルから90パーセンタイルの幅を示す。注）ほとんどのモデルのCO2排出量には、伐採と森林減少後に残るバイオマスの腐朽、
泥炭火災及び干上がった泥炭土から発生する排出量は含まない。{図5.1}

緩和のマクロ経済的コストは、一般的に安定化目標が厳し
くなればなるほど増加する（表SPM.7）。特定の国及び部
門では、世界平均からかけ離れたコストになる。22  {5.6}

　2050年において、710～445ppmCO2換算の間で安定化
させる緩和に必要なマクロ経済コストは、世界平均でGDP
の1％増加から5.5％の損失までの値をとる（表SPM.7）。
これは世界の年平均GDP成長率を 0.12％未満減速させる
ことに相当する。{5.6}

世
界
の
C
O
2排
出
量（
G
tC
O
2/
年
）

産
業
革
命
以
前
か
ら
の
世
界
平
均
平
衡
気
温
上
昇（
℃
）140

120

100

80

60

40

20

0

‒20

10

8

6

4

2

0

19
40 28

0
30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

19
60

19
80

20
00

20
20

20
40

20
60

20
80

21
00

年 GHG濃度安定化レベル（ppmCO2換算）

歴史的排出量 安定化レベル

I

III
IV

V
VI

II

I
II
III
IV
V
VI
ポストSRES範囲

: 445‒490 ppm CO2換算
: 490‒535 ppm CO2換算
: 535‒590 ppm CO2換算
: 590‒710 ppm CO2換算
: 710‒855 ppm CO2換算
: 855‒1130 ppm CO2換算

安定化レベル 
（ppm CO2換算） 

GDP低下の中央値a（％）

2030 20302050 2050 2030 2050

GDP低下の範囲b（％） 平均した年間GDP成長率の低下
（百分率）c,e

445～535d

535～590
590～710

0.6
0.2

1.3
0.5

算出不可 ＜3
0.2～2.5
‒0.6～1.2

＜5.5
ややマイナス～4
‒1～2

＜0.12
＜0.1
＜0.06

＜0.12
＜0.1
＜0.05

注釈： 
表中の数値は、GDPの数値を示すベースラインや緩和シナリオ全てにわたる文献全体に対応する。
a） 市場交換レート（MER）に基づく世界全体のGDP
b） 適応可能な場合、分析されたデータの10パーセンタイル、90パーセンタイルの範囲が与えられている。マイナスの値はGDPの増加を意味する。1番目の行（445～
535ppmCO2換算）の値は文献による推計の上限値のみが与えられている。

c） 年平均成長率の減少の計算は、2030年及び2050年においてそれぞれ示された GDP減少に帰結するような、評価期間内の平均減少値に基づく。
d） 研究の数は比較的少なく、通常は低いベースラインを使用する。高排出のベースラインでは、コストもより高くなるのが一般的である。
e） GDP減少の最も高い推計値に対応する値は3番目の列に示される。
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気候変動への対応には、気候変動の被害、共同便益、持続
可能性、衡平性、リスクに対する姿勢を考慮し、適応と緩
和を含めた反復型のリスク管理プロセスが含まれる。{5.1}

　気候変動の影響は、正味の年間コストを課すことになる
可能性が非常に高く、それは世界気温の上昇につれて時と
ともに増加する。2005年における炭素の社会的コスト23と
して、同領域の専門家たちが査読した論文内の推計を平均
すると12米ドル／tCO2であるが、100件の推計の範囲は
大きい（−3ドル～95ドル／tCO2）。このばらつきは、大部
分が、気候感度、反応の遅れ、リスクと衡平性の取扱い、
経済的・非経済的影響、可能性のある破壊的損失の含め方、
及び割引率に関する仮定の違いに起因している。集計され
たコストの推計が、分野間、地域間、及び集団の間に存在

する影響の顕著な差異を覆い隠し、多くの定量化不可能な
影響を含めることができないため、被害コストを過小評価
している可能性が非常に高い。｛5.7｝
　緩和に関する費用及び便益の総合的な諸分析からの限定
的かつ早期の分析結果は、それらが概ね同程度の規模であ
ると示唆しているが、便益が費用を上回る排出経路や安定
化レベルを未だに明確に確定できていない。{5.7}
　気候感度は、特定の気温水準のための緩和シナリオにとっ
て重要な不確実性である。{5.4}
　温室効果ガス緩和の規模と時期に関する選択には、現時
点で急速な排出削減を行う場合の経済コストと、それを遅
らせることによる中長期的な気候リスクとのバランスをと
ることが含まれる。{5.7}

23 地球規模で集計され、特定の年について割り引かれた気候変動による被害の正味の経済コスト
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